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&入力上の留慈点』 ‘ 、

･類似の指檎事項をまとめて分析する塙合など，複数の梱をまとめて記載する必要がある堀合であっても.セルを結合せずに.同じ内容をそ
。その外具体的な鯉鮫方法は別添の入力例を参照してください。

れぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部 事件種別 査索事項 掴摘事項 ■ 、 凸 牒題等 事務処理_この改善鐙 備考

大霞寓壁 地家璽 民事

争

【1職圏情輯の管理
に園する事項

甲巫人か税匡的の栂匪を希画しているDV事件に詞い

て‘申立人から蚕顛を送付してきた蹄の封筒'二秘匡粉
盟の可能性が富い住所力唖舷されているのI≦その封
筒を記録につづっている(部の取り漢めでは,封簡は配
録'二個てつしない扱いとなっている.)．

珂囚寺I王醒嘩で唾辱いかbつつり込震ないJ吟ルになっていたが．

部内ルールの周知徹底が不十分であったこと飽録に輯てつする
害面に秘厘傭輯が紛れこんでいないかの点検が不十分であったこ
とが恩因で.紀録の閲覧･閲覧展写により秘醗希盟の住所を相手
方に知らせることになり.人の生命‘身体に危害が加えられるなど
の深刻な事想を招来しかねない．

菫畢汗について鳳筏を行った◆まだ鄙内ルール

を胴知徹底L･ミーティングを実施して.同事例を
紹介L,注愈喚超した．

大匿禽壁 趣孝璽 民事 '4雁の他

判決埠不つつりの中に.和解図吾原本【控訴審で成立し

たもの)を－帖につづっているものが複欧見られた.【通
達遠反(平成4年2月7B付け総三第8号事藩趣長依命
通運『事件混蝿等保存規定の運用について｣鹿第3の3
の側】 ．

一三三二二一＝：一三一言ロ･ 宮-口■_酉室コマ唾U■クヴーユーーウ一画”、“汐q

和扇面書原本が本来つづられるべき場所につづられていないこと
から.執行分付与申砺等の事穫処理に支障をきたすおそれがあ
る．

〆

－－－ー一一●■■■■ー｡ーー一F一一口“～一一『J”ｰジ

柑導した．

至急保存期洞の区分に従って網罷L画I-た菫

大阪富載 地家薮 民事 14庵の他

わら承~『逼遍皐月日』函i顧麹玩事聴菌寵圃更訂
印』掴の押印濁れが複飲見られた．

一・e~一一一一・－画一万やーロマターー“‐口祠評、ロツロ痙再ﾛｰ季｡‐

件臨鋒の管理が微摩されておらず.事件配鰍の紛失につながりか
ねない．

録出納簿を点検し､記録の保管状況を砿鹿するこ
ととした．

大阪高麓 地家裁

β

民事 14)その他

錘判官に即日返逗予尾の事件配鰍を貢し出す爾など
に.その出納を把鰹するために通速上定められている
｢適宜の方法』が■じられていない。【通達違反(平戚7年
3月24日付け轌第14号緯務局長通遠｢事件哩働の
保哲及び送付に関する事轟の取扱いについて｣配第1の
4のI囚のア】

叩即こし工即目堅迅吾れも麗嘩であり.害配官亙に戻っていなけれ

ば職判官に提出していると考え,事件配卸の出納を把鰹するため
，鼬内冤睡-蛙魁勢を作る毘塊が希薄であったこ琿聴因であ
り.亭件雇録の紛失につながりかねない．

…＝マタ窪いげ■ー唾ゴロ七一唾TBJ季．』晒守レ"こ●手

亀当鮫部署においては.事件記繊のピニールカ
バーにr紀像貸出等ｶｰド』を入れ.毎判官室に肥
風を移励する鴎はこれを抜き取って客厘官室に置
き.裁判官室への配殴の出納を把掴するようにし
た．

大阪高顧 地軍裁 民卒 14)“他

■一一口で一一一■ーー写▼＝マーー▼ﾏ？マーマ ■●ーー一一 ■ー一宇~■■｡一一＝P

鏡鰡腎瀦織誇瞳篭鶏溌溌
の歯付け律に関する事覇の取扱いについて』配爾2の4
のI】皿ウ)】

れていないことから.必要な柊鷹面蘭編詞紅顧慮簡薫5鼠勇一
妻等につながりかねない．

四＝己エレ、塁振刃画垂汐軍手ツつ＝こむ0－・祗堺

甜累備付経過鱒に畳敏された頓麻導が現に作成
されているのか.また.涜定侭陣であるのかを確
鹿した上で.遷連に則った厘虹に修正した．

大飯寓戯 地家駐 民事 14)その他

q面一軍■脚タ日司昂●■ウマーー~で一一マー■ W墨一マータ野ロ…”‐■‐qｰ

合てつの記砥力頓れており.正■に配敏されていない．
【通遠遠反(平成4年8月21日付け緯三第28号韓務局
長通運『頓庫賭票の伯付け等に閲する事務の取扱いに
ついて』妃第2の4の②】

｡

れていないことから.桧鱒臆累の隈麗棄等につながりかねない． 傭付幌晦.脆累.それらの合てつの有鏑が磁鹿で
きる弱での引継書面により行うこととした．

大慶寛唖 地家鐘 民事 '4馬の他

録音反訳方式利用事件一頁壷について.初稿受個日掴‘
の肥戟園れ.完成通知期限の記駐翻れが複数見られ
た．

畔画里啄勾郵刊綱竿秤一瓦我UJ配砥1こついての鰯疎不足または

知魔不足が原因であり.完成通知期阻の徒過につながりかねな
い．

疎哲厘眠万式利用事件一寛褒の妃靭方途につい

て,改めて砿理の上.必要な配敏を必ず行うよう
拓卑した．
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L八刀エ吻函悪風』 可

･顛似の掲摘事項をまとめて分析する場合など.複数の棚をまとめて紀載する必要がある場合であっても,セルを結
・‘その外具体的な配駁方法は別添の入力例を参照してください。

合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力して<程さい．

庁名 本庁･支部． 事件種別 査察事項 指摘事項 ． 課題尋
● 命

事務処理上の改善策 備考

大阪高裁 地家数 家事 14庵の他

ー伊ロ■ ーU■ワ qUワーー‐＝ ‐■豆、ーで~－■■～ー巳一画■■■ー

貸し出すと噂は.即日に返逮が予定される場合であって
も遷宜の方法で妃鯨の出納を把邇すぺきであるが.その
方箪がとられていない.【通逮遺反〈平成7年3月24日付
lﾅ健三第14号総秘局長通蓮『事件記録の保管及び送
付に関する事務の取扱いについて｣肥第1の4の回の
ア】

争斤ﾛE呼琶起建に面埋すむといつ厘凪が耐珂であり.貫し出した全
ての事件記螺が運還されているかどうかの砿認が.疏実には行わ
れていな力》った．

皿函酉四唾し・函起”巫四U一睡つJ呂皿狸迂、ぶ

う相導した．
改普館として,即日返遍が予定される増合には．
配録の背嚢紐を毘録ﾛｯｶｰにとどめ置く方塗に
より出納状混を杷掴1ることとした.ま鱈子の氏
の変更事件及び相鏡放棄申速事件についてIエ
メモに事件番号6冊敬を記戟する方蚤で把樫する
こととした．

大阪高裁 地家欽 家事 14雁の他
逗判耶卒寺澤仔薄について.樺存袈了の日の記鰯潮れ
が複数見られた． ．

皿垣”唾田ｲ､正U＆エリ･睡仔四に嘩仔侭~rの日が調れていること
から．事件白団つづりの興廃嚢導につな力1りかねない．

一ーー・ー扉UF－マー凹函■‐ーーア･画＝ロ延堅PJL

砿配させ.記唾濁れの箇所を全て配唾させた．

大阪高裁 艶幸鐙 窓事 '4}その他

手杵記輝画嗣扉について.F遅通予定年月日｣■の塵

通れや.配録が返還されてL喝にも関わらず.『返還年
月日』極の記敏濁れ.「返迅配録受領印』極の押印詞れ
が複数見られた．

件胆録の管理が倣底されておらず.車件肥侭の厨美慮うなぶりぶ
れない．

腿慨の保笹状魂

大匪寒埜 地家鍍 家事 14庵の他

砿碑死暴爾何騒過簿について.輯簿辱の引紐あるいは

合てつの肥皿が詞れており,正破に記敏されていない．
｡【通運逮反〈平戚4年8月21日付け組三第28号総務
局畳通逮r頓坤膝累の燭付け辱に腿する事務の取扱い
について』配第2の4の②】

れていないことから.桜鱒聴累の餌良衰辱につながりかねない．
醍嘩嘩肉で･通達や平厩6年12月27日付け｢頓

陣賄猿備付経過簿の手引き｣を確圏し.合てつ等
の配舷溺れを補正した.今後は.根拠に則って正
蝕な肥畷をするよう抱専した．

大阪高裁 地家麺 家事 14}その他

年度まで細卸脳県働付経過陣に丑戦されていなかった
半曜zz千＠月z⑤口阿呵鹿掻踊弗三嘩壁事柄迂路躍付の函等
用特殊用紙の取扱要領'二平厩4年8月21日付け緯三第27号事
覇総長通通『事件関係の犠簿随票の慣付け等について』別袈露e
のその鱒⑲轡璽唱あたるとの配嘱を見藩としたこが原因であ叺嬢
薄砲系僧付紐過簿に也戟がなされていないことから.根簿の腰廃
棄癖につながりかねない。

咽迩寺にヨ函た上で.謝れていた鰻周密聾L

た･今後は.根拠に則って正碗な記戟をするよう
樹卵した．

大飯高裁

一

地家厩 家事
I

'4雁の他

田堺画栗■付唖垣顕'二■付硬興のない幌因が敵多く
登敏されていた｡ま鱈丑＆すべき根鱒(事件起鰍出納
簿)が困れていた.【通運違反《平成4年8月Z1日付け韓
三第28号総膀局長通達噸簿赫票の傭付け噂に関する
事秘の取扱いについて｣配第2の4鍬11のウ)】

面浬”醒唾や疋鳫ぶり,瓢麻晒隈■付唖通用の正砿な記睡がなさ
れていないことから･必要蝿罵の僧付け濁れ.犠簿時票の餌廃
棄等につながりかねない．

ー▽ｰママ ＝ ー●一一一一＝ーーｰ■■ｰe一面F ｰ でご画

のであれば自庁犠簿の定めをすることとした.今
後は･通運を堕睡し.十分理解した上で事務処理
するよう招導した．



（

'(別紙3）

、

平成28年麿雲龍官塞寒笙香窒の香窒蛙厘麺生壼

1■b

(最総三）

L

■グ、夕』一”国辱“』 可

､騨盤騨礎詮唾分析する場合など.複致の欄をまとめて配竃する必要がある増合であっても.セルを箱
・その外具体的な記載方法は別漆の入力例を参照してください。

合せずに･同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

庁名 本庁6支部
●

本件種別 壷察事項 揃摘事項 腺題簿 事務処理上 侭考

大匠高叡 本庁 刑事
編報の
る＊項
管理

．ーーーー▽｡■可!＝－－，．．0■ー守､ーーーーa可＝ーa画記Tｰ中 司へ可一夕

処理をする時期が同一郁内でも奥なっていた.固覧磯写
に瞭陛担当■配官が偲鋒のﾏｽｷﾝグの有悪毎画画．
ているとのことであったが.周一部内で処理が異なるの・
は過践を刷引する原因となるので.検肘を掴示した．

画匡順極沮､軍死いし猩誼百m覇禾の亘憂唾に壷み､過隈を既引す

§里国塗り零事墨処理の変れについて底面判官E蕊薗砺
えで改呑を種肘する必要がある．

ーーローーウー‐■画一凸一■■ー● 、へ一Wｰ〆▼画面

閉を閲皿写鰯求があった時点とすることで.ﾏ
ｽｷﾝグ処砠をする時用を銃一した.ま亀秘匿
決定等をした珂点で密匿すべき亭項の一覚衰を
f成して(その後判明した秘匿事項も一夏麺三重
題し口専用のﾌｧｲﾙに窟ることにより.部内麓
員全貝が秘匿事項について共通巴■を待てるよう
にした.その上で.担働客妃官がマスキング処理
した障には.主任■飽官がマスキング溜れがない
ことをダブルﾁｪｯｸすることも盛り込んだ．

大醒高威 本庁 少年

【3腸ステムに入力
す
瞳鯛
する事項

垂
輌

一面＝…▼■－才＋や…墨蚕公丁必'一壱也祠穂琶八刀

した後.少年の氏名.住居等に変更があった塙合でも
当鹸システム内の錆報は更新されていなかった｡シスチ
ムのデータを更斬するよう改めて.車務ﾌﾛｰを提出す
るよう相示した．

なお.各■香西は豊蝕システムのデータを差し込む方法
で催成してL,る飢上配支更があった唱合曜璽唾亘壷
の個別画面上で町正して作成していると⑲ことであった
が.こういった手途は過顔を露引する原因となるので.シ
ステムのデータを更断するよう楯議した．

一

アハ丁聖に”ワハ刀堅”札厘忍らない■罰願扇伺輯は何かといヨ
ことを各轍員間で共和するだけではなく.その情輯を.いつ,笛が．
何をもとに入力するのかという事看処理組勢を整借し.各■貝囲で
共有しておく必要がある．

、

なお.その録には.他の事件配輝害面と分界紙に
よって区分する．

● ■

大匿高載 本庁 少年 I4曙の他

押哩初至極面が｡孟竹を愛けた歴■杓につき..押収物

主任官から保曽物主任官に送付することなく､数日聞肥
句とともに保管していたものがあった.必す程管物主任
官に送付するよう楢示した．

杵唾麺寺取奴祝極U己晶つく畢栃麺埋が唾れてし吃かつた． 可邑”3劃碑痙工BJL・琴辛画一シツ電の

て押収物取扱規種の危旨を践認し.今後陸送致
時間や引き軽がれた匿騨の伍圃にかかわら
説例外なしに送致を受けた当日中に保管物主任
官に引き屋ぐことそのためには送致事件に鉦奥
物がある増合には直ちに会計陳に速絡すること
を｡裁判官を含めた卸全体で…し.同腺とも速
撹じた．

大匿高裁 本庁 刑事 '4曙の他

2-9ー＝ー▼~1面~、 、四マターロ了画夕亘卓一＝でF■司些“ず”ー”0－

保管されていた言 嵯哩今1三は豐璽垂l用餐の利益を侭志L,-薗卿詞調子忌壷買昂
国璽琴想揮むど■木唖果が郵症凹垂るあ通過の言薗と
濯産することのないよう保宙する必要がある． ．

－ー ＝ず ー ＝ ■ロー■－ヶマーマーローー･

判決草穣保召箱く董つきの香顕蓬因箱)で別逮保
笹することとじた｡なお.保管箱は健録保管ロッ
カーの所定の増所に保ぜしている．
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L人刀エの幽恵点』 、

､顕似の指摘事項をまとめて分析する場合など･複数の欄をまとめて配鮫する必要がある場合であっても，
･その外具体的な記戦方法は別添の入力例を参照してください。

セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 損摘事項 謀題等 事務処理上の改善策 備考

大阪地裁 支部等 民事 14尾の他

目唾

■
コン

ド）

亭円

■
王

魂

！
口

唖禰宇
目について第1．

守一画一や戸一宇■守鹿ロローヮ●・句■ーー〃‐～ー~‐■＝ｰｰ西やロ
▼~ママー｡＝ーﾏ■= ~‐■守■■ ロローーー守 ！■■『ー一子…甲一一ロー~

は,本庁から管内に遭宜慣粗提供して事務処理
知箇の向上を図る･ －

大阪地裁 支部等 刑卒
11湛圏情報の管理
に関する事項
｡

ﾛ壁承疋かめった公判卒件について.弁厘人から提出さ
Lた寄銅中の秘匿鮫農節分'二閲覧辱の中賄はない
'《,それに缶えてマスキングがされていたものの.マスキ
'グが飼れている卸分が見られた．

万々一一云吋~d■■Jエビ9－面ロU~U一・西”ロローシハや産声莚媒唾ワ牡

ど,その輪果の亙大性に蟹み,確実にマスキング導を行う必要があ
る．

マスキンワ唾のチェック昭努がとられていなかった

ので.ﾁｪｯｸ恩勢を整■し.洞れがないよう砿実
にマスキングを行うよう路く扮導した．

七 0



(言劉密）

(e癖陥）

妙

・郭"1金剛唱才曾牟畢暉晶靭劃①込窮脚胴靭迦封
宜、波マヨ脅糸喝吾I且函畢麹肋唾唱砥､遮肇避車
の劃翻誕･科－0型‘開h星墨加湿唾哩哩画些壺室

・可色､9到39画趣ユ､1c言厩蓬軍の＆碧御誕蟻副画ニロマ
曾啄a且翻奉里防湧竪研､竃畢鰹竃①劃靭浬．>力竿Ia且翻垂原画
判由･準1基且湖①劃型、由丑剰・1画壁引金画法⑱金､壷轟壷壼孟

・可G“、ユc母辛薩昌①込
輯勘用初四判虫･郡車･坤牛些>噂茸凶の旦副簸盤防轟

鴎の到りI 車詞 堂鰐革 唾砺醗箪

可“曾零"躍韓率｡診言I蜜霞･曇舜昇墨
亜畢印孟曾、ユヰ自切寧塀麺副⑩壬･ユ、c二腫
汝曽価ユ沖9軒＊坪塑型=』酋丑郵圭堕雪睡他､。

可色呼か1ユ尋
処D9鱒塵①翠堅･ユ､1c二睡重■2E①■赴醤会陰西麓脚去受動牙
鱒薩晶①番･押郭c嘩塾玉璽emfM睡曲廼奎隅翫面励証胃F鷺詠

･("Zに①9溝ユ、c言I因麗の砥副曾上朗
言M勘瑠⑩圭鹸画遍脚士【召座湛画)平乙噂か1ユヰ早
宙画呼'1篭①単一､9ヰム1W§上■劃呈砕訂①呈脚
去幻泣甲章手↓l悪筆犀勧1臣･手にI凹董園⑦輯赴劃圭鴎
副遍恥去･与勧郭41惑星星画I§の圭低羽魑の麹坐亜璽

汝
車讐牛閲二八1唇砠
⑩主陰画唖脚虫Zl

倉週 金嘩さ 郵璃騨草

“暴匿“傘,嘩薊零岬固囲言IEm圭閏認
の幽諺孑邸甑心畔阜”言j購匿昌圭偽西藤融
士．n才ごl孑言受上囹遍華菅中の蘇盈且圭鴎弱蕗
卿士三I堺衡忠、唾｡。受-“↓囮畢魁弱瞥才画動V
－ごl回●＝ニ とニーー－4－－面一回e坐一一｡、L‐己

涯謎皿尭趣由
・郡乙噂琢、竃尋守邸遜の“

悪團0代唾t血ツー廿上日－9=空室全会室壼竺LP睾垂垂些"0

．勘
車曾心明言1，野晒
①圭偽副露脚忽Zl

車詞 鯰畷革 配砺鴎童

・郡科早期
牽畢〃滝上圭一ﾐ陰酋･ヂ1羽熱到一冬⑦頃郭曾碁
旱苫崖峯食掛金害晶郭c尊二1才言曾4罫噸地尊
警手①壬･可串･甲陸露酔①､1砥麹舎昇与申･頃
郡曾与碁唾畢圃立脚鬮侵▲困苦l露aの陛世璽些

旬…瓢｡“､逗"“函”筆愈"“鴎｡璃畷"緩
判星儒唇‘･1坪1．号､1ユヰ津島圏言I仔十･頃辱孚単品竿lﾏ言曾嘩
押陰欝蝕碕建立①弓坤言･的啄域ユⅦ乙冒I急闘塵①再尋由曾上関
割屡暑睡1国鮭f畷日･喧e"gz頂士』弓『再専中宮皐悶司壷葛
融毎画簸飽車哲盤防睡牟砺避迩判科日ugeさ&Z劉士』･利。
』l筐、やﾛ、、旬一一日凸の軍津垂旦且－－－且_＝am－n“一一ロ．一一一．一一

・歌1ユc画
きI御副聿聿⑦を.①⑩争讐､1ﾕ可利薗宙､這ﾑﾕ､に二I
仔翻切掛固鰍.､瓠1ユ、葬畢醤艶の－靭餌の目曾毎匙
卦車囲ユヘ1c言I科造立車函幽五四、泣轟室璽巫薗壁

函易
囑与困言l
塑理1】

車習 全麗革 罷駒藤辿

議鯛 璃羅魂の可誼爾遜童 鎗囲割 堕章醗酵 欧章澄基 脇職制童 蝿革･当字 号当

.､1旱郭>Z.~I¥Yzl'Ir斗①‘l匙呼妾畢邑Mng'=I糸再与
。Ⅶ寧詳>ユ可閣鐸畢賜厚Yの製IIg¥l裂単漣窃嘩蜘科営悟の壬・

騨畢印イヰ.号ユc即a与憤曾醗呼遥鯨讐上噂翻ユ頃ﾏ皐畢鮒①嚥瞬･身動尋懲騒皐勘仔ユ朝孑聿畢遮傘畷既の測騒．
ゆ

L r魁画風、丁〃V1

、
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平成28年度書記官窪落筆舂空の害毒鈷里銅生璽

(最絶三〕

里

L夕、〃J－U〃画墨“』 ， 、

､類似の指摘事項をまとめて分析する堀合など.複数の棚をまとめて配鮫する必喪がある塙合であっても.セルを結
・その外具体的な記戟方法は別添の入力例を参照してください。

め 合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 謀題等 率務処理上の改普軍 備考

京毎地裁 支部等 刑事
【l脇田愉粗の管理
に関する事項

－狐塞迺'三m鋤顕か匂逐付署れた極圏爾穏の管画こ関

する事務逮絡等を■り込んだ鯖ﾌｧｲﾙを事務室内に■
え■いていなかった(共有フォルダにデータは保存されて
おり.情報自体は睦貝間で共有されていた.)．

~ ﾏｰ ﾏ ｰ－ﾏｰｰ守一写一一一■穴一一一一…

に閣するご壷連箪等を.手っのﾌｧｲﾙiご垂翫春i壷盈及3面
判官劃二勘え種き･雌でもがいつでも見られるようにしておくよう相
示していたが.宙底されていなかった．
なお･枚査察庁は．対応検察庁の職貝が非常駐で,公判鯖求の実
犠もない庁であった．

轌刊幽率隼秤の蝿田がほとんど唾いとしても仮

に係■したときに■えて.すぐに竿に取って確毘で
きる状廻にしておくことが重要なので.車蘇麺璽壷
データ把けではなく紙ペースでもまとめて筒え重く
よう指示した．
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(最総三）

里

L人刀エ叩田悪思』

･類似の掴摘事項をまとめて分析する堀合など､複蚊の欄をまとめて記駁する必要がある璃合であっても，
･その外具体的な混戦方法は別潅の入力例を参照してください。

セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
｡

、

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指嫡事項 課屈辱 事務処理上の改善域 備考

神戸地裁 支部等 民事 14馬の他

雪J丁画爽爾に応Lて顕足した事樹フロー(平賎28年3
月7日付け『卸音反訳方式の実施要傾』)では.陣音反
択韓の■理1土録音反旗方式利用奉件一覧丑を償え
■いて.各担当穏が日付導を記且し.検査砲員等が破
狸罐押印する必要があるところ‘ファイリングされた録
音反訳方式利用事件一覧嚢には.肥戚事項濁れ.認印
謂れが多散あった．

ョ墜副衝ﾕぽI手･表御孑調レヲ円に味評した嘩音反訳方式利用事
件一覧表デｰﾀに各担当肴が入力し検査嘩員毎がデータ上で
進行松現を彼鹿する管理方達をとっていた．
当麟方途は･作案ごとに担当害妃官や検遼魔員都押印してし,くこ
とで,責任の所在を明廼にして遷正事務を確保するという紙ペース
の根陣で管理する趣旨に反する事秘処理であるという認臓が不足
している．

宜羅皿夜の平厩28年12月分から.録宵反訳方
式利用事件一瓦表のデータによる管理を改め.紙
ベースの帽扉で管理する方法とした．
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L

LJ、J』一W函畢城』 可

･類似の指摘事項をまとめて分析する増合など,複数の欄をまとめて記城する必要がある場合であっても，
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改菩蹟 備考

神戸地蔵 支部等 刑事 141その他

＝＝ｰ図､マクエーーつ乖抵エー季画聖画窪U季･嘩画畢啄

利困事件一文喪を■えおいて.各担当者及び筏蚕蓉が
受領印や随麗印を押印する必要があるが.刑事公興部
の共有フォルダ内に保存した同一覧表データに.各担圏
者がそれぞれの日付データを入力しているのみであった
(平成2B年2月23日最窟載総務局蘭三厩長及び経理
局用度鹿長事務逮絡｢録音反駅事闘における反旗案秘
の発注について｣に基づき.当庁の実情に応じて策定し
た事務フロー(平成28年3月7日付け『録音反訳方式の
実施要蜘)で定められた録音反駅に録る記録媒体及び
初穂等の受領印等並びI幸壷廊員の随睡印がない.)6

弓嬰ユ野璽優L堅画里座り尭堅轟竃及び初踊の曇甑等並びに完
成通知後の検査者の砿麗事務を全て刑事公詞部内で行っているこ
とから.享我の効率化を優先させてデータによる管理を行ってい
た．

壼=劃甦る曾屡であるにめL録音反駅に係る記録媒体及び初稿
等の受領印導並びに検査魔貝による砿配印の押印がなく.鮒が受
傾したのか.完成通知後の検査臣民による確腿がされたかが明ら
かにされておらず.牽制魍勢に不箇があった．

包顧巽鄙におい返本年1月から磯による嫁音反
釈科用事件一覧麦をそなえつけ.当庁の事趨フ
ローに従った哲理を行う運用に改めた．
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平成28年度雲記官雲霧篝舂窒の舂窪拳理墾竺室

(最総三）

廷

凪夕、JJ－里屈辱凧』 ． 、

･類似の指摘事項をまとめて分析する増合など,複数の楓をまとめて配載す
｡その外具体的な記戟方法は別添の入力例を参照してください。

る必要がある場合であっても,セルを箱合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

庁名 本庁･支部 事件弧別 査察事項 指檎事項 課園簿 事務処理上の改善策 、 備考

奈良地裁 本庁 民事 報告事項なし

奈良途壁 支部等 民事 輻告事項なし

奈良地裁 支部等 刑事
'1圏匪憤報の
に閲する事項

管理

可亨－0“~画クニ秒畢Pグー牢画哩幻･ジァ可切一ソ亡可LL犬伺

され引紐ぎもできる状鰹になっていたが.蚤新のものが
追如されておらず.管理が十分でなかった．

匡乏哩望ご国を_早瓦I聖唖巫っ猩画”哩吾配官は密画に閥する取

扱を桓撞できていた.途律の改正や,事務取扱の留産点などが更
鯖されたときには聞知を行っており.主任各記官の手元ではデータ・
での管理もできていたが.必要に応じ錐でもすぐに供覧できるように
はなっておらず.担当者が変わった時に砿実に引組ぎができるかど
うか.疑蔵があった．

イルとし.これを引き組ぐとともに担当者を決めて
定鰯的にﾌｧｲﾙの破屋.更新をして.裁判官を
含め,事務官も.秘匿に関する事務処理を行うに
あたって最新の憤報がいつでも把擾できるように
樋導した.その鞘果．

①庭務謀長と相観の上.主任書配官が砿実に断
しい情穏をﾌｧｲﾘﾝゲすることをルール化して.錐
でも供宜できるﾌｧｲﾙを■え■いた．
②秘園凹煙(腔人の秘匿閣唾審査缶〕について

も.資料(事務連絡等)は必ず甑判官．
官及び担当書配官との間でもれなく棺
ことを砿鰹した．

主任書配
輯共有する

預良地謹 支部等 刑車 (4)その他

型判百か米もロか鰹乞れており．晤式印令を釆庁日に

合わせて決裁が取れるように準蛍しているが.紛失防止
のため.挟戴待ちの路式命令の草稲を配録に楓りこみ、
脇本用写しも配録と一帖に保管していた．

蕊壁卿､蔵ねb姪ぃ醒冠”唖瓦即寸早揖や狸砥取の暮しは万が一

にも他人の目に触れることのないように.決載が終わるまでは別保
管をするべきものであり;保管方途に問囲があった．

れ別のクリアファイルに入れ､専用の書屈かごに
入れて紀録と別保管する,②侠戯終了後.命令原
本を配録に擾り.轟本を作成するという事覇ﾌﾛｰ
を確立した.事務ﾌﾛｰそのものを後任にも引き組
いでいくよう摺導した結果.啓扇かごに保管する害
顛の名称をテプラで明示し､錐もがどこに何を傑
管するのかがわかるようにし､引き砲ぎ漏れがな
いよう改普した．
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（
【入力上の留恵点】

1
･類似の指摘率項をまとめて分析する堀合など,複数の欄をまとめて記鮫する必要がある墹合であっても,セルを結合せずに‘
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

平成28年度書記官事務等査察の査察結果報告書
庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 課盟等

麦蔀辱め爪規模庁においてI西子適洞予支私否頂素拝亜蓮零
G画

事務処理上の改善蛾 備考
過料亭件及び

1 ■
。

臣
酉
一

I
(3)システムに入力
すーご登
職すぺき情報に関
する事項

U■■■ 間大津地裁 支部等 ｜
’

民事 ’

’ なっていないところが殆どである。 ーこするよう管内全てに
h謁塞|‐ 医…－－”

予語郵匝 担
で
由
品

調れていた【通達違反(平成7年3月24日付け嚢高裁饗
三第18号事務総長通運第6の2(2)z)】。

(2)予納郵便切手の
取扱いに関する事
項

郵便切手を引き継ぐ際には.担当者及びチェック
者のダブルチエツク態勢で､事件番号.予納者.返
逮事由莞生年月日を必ず確毘して肥駁するように
管内全てに指塀した。

大津地裁
凸

支部等 民事

L－－
=

－

(最総三）
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し

1入刀エ吻圏遮扁』 ． 、

･類似の指摘事項をまとめて分析する瑠合など,複数の欄をまとめて配趣する必要がある場合であっても．
･その外具体的な記駁方法は別添の入力例を参照してください。

セルを結合せずに‘同じ内容をそれぞれのセルに入力して<ださし,。－

庁名 本庁･支部 事件種別 査察車項 指摘事項 牒題等 事務処理上の改善策 備考

和歌山地駐

r－－－1
ｰ

支部等

一一一ー

民事

ロ

(1聴隈憤報の管理
に関する事項

醒輝に種れない起砺元辱については.事件配録とは完

全に切り瞳して別岡麗りとして保笹するという取扱いを本
庁から管内に聞知していたにも関わらず.車件肥録上何
ら明示しないで尿に曳舟として保存していた。 ．

羅璽順和”奴奴Iこ閣丁垂観について.本庁から菅内への周知

は行っていたが.支部写内部における浸透について砿里が＋分と
は意えなかった．

廻当者において,本庁における取扱要領を再賎

腿するとともに.支部等内部への周知を徹底した．

和歌山地鐘 支部等 民事 (4尾の他

半睡7年3月30日付け韓三瓢28号緯務局畏‘経理局

長通運｢過納手数料等の還付金の支払及び旅質,睡定
費用導の騒算払等の取扱いについて』配第4によると．
征人等の旅畏等騒算払園理鱒を司圭年度ごとに作成
し､部又は係に圃え詮くとなっているのに.囲え置いてい
なかった．

1回J抵牢へ”肥唖甲唄か王した調合に祇岬を作睡すればよいと理
解しており.通運の理解が不十分であった”

管内又郡弄において.同根陣を司鑑年度ごとに
侭え置いている庁と傭え函いていない庁があった
ので.侭え函いていなかった庁については.根拠
となる通運を示して.しっかりと理解するように棺
導した．

和歌山地殿 支部等 民事 '4}その他

昭和39年12月12日付け趣高取判所規程第8号｢事
件記錬等保存規租｣第7条により.上醇裁判所から送付
された徳島戯判の正本にも.送還及び破定等の事実を
付記しなければならないにも関わらす.付肥がされてい
なかった．

ザ～■ー＝＝ー一■汀『～ ■ ■ クタ、￥J＝fq■⑪ 当踵五郡砕において過去5年に遡って砿鹿を行

わせた.支部等の全書肥官に規租の再確陶を桾
導した．

和歌山地譲 支部等 民事 (4曙の他

一= ．一一■ マー ．＝ー ー ▼ マーロ P F U ~マーーーーー1■■■

きによる処理を行っていた．
一軍亨琴垂U戸一己旬､画切睡辛頭墾唾を郭エご画③町Wg圧を鰹画

し,基本的な事務の琉れを見直す必要がある．
刃寡一一一ユUFO鐸一●一軍宮酒型奮1J4J“し李顕

の環れに改め,当鮫支部尋の全告肥官に掬導し
た．

和歌山地趣 支部等 民串 (4)その他

亘狂し胴の判決蚕を.事件記蝉の閑に保菅していた． 巴いまﾚﾛﾘ”荊醒画き畢仔恥皿の近くで保官すらことによる不適

切な事務処理を発生させる可能性を腿漁し､基本的な事務の罰れ
を見直す必要がある．

画い証し刑の判決書は.事件肥鰍とは別のロッ

カーでファイルに入れて保管するように事移の麦
れを改め.当肢支部専の全魯配官に指導した．

和歌山地載 支部等 民事 (4尾の他

収人印雅が2度渭印されているものがあった． f”し服こう世上←U夕望雨卿･ロU~ U 刀一区のソ・■喀異J二”1,=．浬府1識ヴナ

の印紙を消印しているのとの疑種を抱かれかねない事務処理であ
る．

同一の収入印紐に対する複敵回の消印行おの

問題点について.当肢支部等において閲魔を共有
するよう指導した．

和歌山地裁 支部等 ・ 民事

◆

141その他

平睡4年8月21日付け羅三露2B号総稿局長涌遼｢根

障諸票の因付け等に関する事務の取扱いについて』配
第3の1の(11のイに.事件関係懐陣を引き継ぐ塙合に
は'肥鞍を終えた旨及びその年月日を記躯して配印す
る,とあり.事件関係の根簿脇累の園付け及び保存に関
する通逮の解鋭391百審号77によると.肥職を縫えた
年月日は当訪年度の末尾となる.しかL･事件幌陣の配
駐終了日が年度の途中であった墳合に.実際に紀唾を
協えた年度の途中の日が配載されていた．

起埋岬窪肝刀､小十万でめった．
一一一壁や司丁▼グー西呉ヒロpーニニ草夕Tﾛｻ卑嘩迄7列子

した．

和歌山地湿 支部等 民奉
12)予納郵便切手の
取扱いに閲する申
項

甲 司･ローー‐” 、 ■ヨーーーロ一画0●閏一首0ぬ凹み夕J『”ヮ画曹グー区

切手が入っていたところ.小袋に分けて哲理はされてい
たが.いずれの小唆が原告分又は被告分なのかの明示
がされていなかった．

~ 一 ~= ~ ~‐ 一~ー一 夕 ~■ー■ー p両gーf‐～ｰヱ J一宇一V夕

かについて.鰻りが生じる原因となりかねず.また.使用の都度.金
噸等で砿露することとなり,非常に煩馳な事務処理である．

当駈文郡の全吾配官に.小裂に分けて管理する
際には.小袋に雅が予納したものかを明示ずるよ
う徹底した.．
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且八〃エ四囲畢思』
●

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など複数の欄をまとめて配城する必要がある場合であっても，
･その外具体的な配鮫方法は別潅の入力例を参照してください。

セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

、

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 ‐摺摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

大阪家裁 支部等 家車 (4尾の他

マ■■一F■･一■口タマo一BQ…ー＝雨0~唾ヴー丁…一〃十

度分につき.妃敏終了の処理及び引駐ぎが行われ
ず.同じ用蜘ご鮫けて次年度の配敏がされていた
(晃皮4年8月21日総三第28号総藤昼具詞遼『幅
簿諸粟の備付け等に関する事箱の取扱いについ
て』第3の1の(11の㎡,平成7年3月24日総三第14号
総務局長通逮｢事件配録の保管及び送付に閲する
事務の取扱いについて』第1の4(31)。

ーーーローマーマ＝…一面グー歴“~~､‐ 0づJEm秒J三厘α』･皿巫”

趣旨に則った根博鰭康の処理が行われていなかった．
担当者のみの問題ではなく,日索の査闘趨勢も不十分であ
ることも考えられることから,管理職等の査閲も含めた享務フ
ローの検肘が必要である．

配転祇rの処埋を行った。今年度の配敏終
了後速やかに妃録係に引經ぐこととし.担当
者の理解を補助するため圏係逼蓮を当駐躯
嫁に綴り込んで適正な取扱いを期することと
した。

大阪家裁 支部等 家事 【4庵の他

亭汗閥除出祁薄'二返迩予定日の記転がないも
の.返還予定日を過ぎても受領の処理がされてい
ないものが多数あった《平成7年3月24日総三第14
号鍵務局長通逮『事件記録の保管及び送付に関す
る専務の取扱いについて｣露1の4)．

埋埋ャ垂画き誕唾ずゐ怠豚について,担当吾配官の理解
が不十分であった.また,配録の返還,管理に関する事務フ
ローが確立していなかった。

堪垣の有無を砿麗し.返還予定日の配載を
行った上で.砿鯉返還予定日の紀敏および返
還日の管理を徹底ずるよう指導した．

大阪家戴 支部等 叡事 14尾の他

坪仔きれていも亭仔簿につき.配転を終えた画及

びその年月日を鯉載して腿印していないものがあっ
た(平成4年8月21日総三第28号総務母得孤蓮
『軽薄飴既の備付け等に関する事務の取扱いにつ
いて』第3の1のil}のイ)。

殖洞”めった趣云の串仔薄は,狙当君において本来付配
すぺき当時の唾員がいないので,付妃ができないものと誤解
していた.通逮の理解が不十分であり.通連の趣旨に則った
根簿賎粟の処理が行われない恐れがある．

手旗z9牢3月末日までに点検して改善する
予定である。

大阪家霞 支蔀輔 家事 (4尾の他

単肝膏顕《客判吾脚本及び劉停詞■原本)につ

き､保存期閥が漢了しているにもかかわらず慶棄未
了のままとなっているものがあった(｢事件配働尊保
存規穏』観8条）

酢牛圧の争麺察において,額威年度分が合綴されてい

た原本を分薩したところ,保存年度が経過した原本が発生し
た鉱廃棄が間に合わなかった． ．

半双Z9年3月末日までに廃嚢する予定で
ある。

ー
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【入力上の留意点】

･箪幽騨享礎壷と噌丁分慰綱跡ど:煙数の雛まとめて記醗する必要がある堤合であっても.セルを結合ぜずに.同じ内容をそれぞれのｾﾙに入力してください。
.その外具体的な記戴方法は別添の入力例を参照してください。

平成28年度書記官事務等査察の査察結果報告書

(最総三）

庁名 ． 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 繰題等 事務処理上の改善策 備考

京都家戴 支部等 家事 ：幽息
醸すべき伯報に関
する事項

透窒分副手統におし､喧旦“された当事者がいる堀合

|ミ 鰡蛎g醤欄

運用ルールの定めについては,所属する職員におい

支部に限らず,庁で定めたMINTAS運用ルールの遵
守のための効果的な方策として.ルール顧守の必要性
から指導し,顧員に十分に理解させることで,ルール遵
守対する職員窓醗を向上させ,日常の事溺の中でも指
導を綴り返して.定藩させる必要がある。

､査察後のミーティングにおいて，
M1NTAS運用ルールについて改めて確認

槻…:藷驍
どを把掴するために有用な情報であるか
ら入力を失念しないよう指導した。

ー

一一
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【入力上の留意点】

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて記戯する必要がある塙合であっても，
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

、

庁名 本庁･支部 事件穂別 査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策 儲考

神戸家裁 支部等 家事 ．
1l"
事項
匿情報の管理に関する

別表扇一審判事件の審判B原本

に.申立人の住所にﾏｽｷﾝｸﾞ
プが貼付されていた．

1■■

戸

非闘示布望砺輯として扱う増合は.審判香に非

開示希望の住所を罷軟しない扱いをすべきであ
るのに.その検肘破鹿が不十分.．

罪閉示布塑頂轍の取扱いを硬麗し,審判香等に

配鮫する情報につき十分注愈まる｡ 、

神戸家裁 支部等 家事

(2序納郵便切手の取扱いに
閲する事項

予鞠部便切手晋理袋に,郵便切手
以外のものが入っていた。

麺哩切手の脱砺の危瞬がある。 ヤ願郵便切手哲理袈には郵便切手しか入れない
ことを徹底した． ．

神戸家裁 支部等 家事 その他

紐薄駆票爾付経過簿につき.前回

掴摘された事項(改訂された配載妥
韻のとおりの配駁になっていない.．
胎票の柵に異なる年度の幌卿が配
躯されていたり,保存終期の配戟調
れ,照配がある｡)が是正されてい
ない。

亟辱回凹乖凹夕犀庁･函季U－ノご埋埋守”理解千

足｡主任書配官が行うことになっているが.繁忙
のため.事務処理が未了。

醒輝録の挙揖を廻当すら鄙署を明確化し,箕任

をもって根簿鯖粟の管理をする飽勢を構築した。

神戸家薮 支部等 家事 その他

胴停四害原本仮騒の中に.保存期

間の輿なる合意に相当する審判の
原本が鱈綴されていた。

畢仔葺顕の録存副函についての.通運等の理解
不足と各人が原本分錘を行っていることから,原
本仮綴に編畷する際のダプﾙﾁｪｯｸがなかつ
た●

ーー凹振ー‐一刃一唾一一ぴ軍鼻Fローマコ■処ローン、二匹

をもって事件関係害顛等を保管するため,ダブル
チエック感勢を構箪した｡知魔不足については，
本庁で作成している配録等保存手引きの最新版
を参考にして.通遠の理解を深める。

神戸家戴 支部等 家事 その他 ．

昨年度の指摘事項(根簿爾票髄付

経過簿の配戟で,事件簿の保存は
CDにより保存しているが,備考欄に
磁気テープ番号の配鮫がない｡)が
改善されていない．

昨年度の預翻事項が改善されていないことは問
題である｡指摘を受けて是正したことの砿鹿やそ
の後の引継ぎが不十分。

垣逐の配聴喪綱の確醒を砿畦するように
た．

摺導し

神戸家載 支部等 家事 その他

麺判官に一日を超えて配録を貸し
出す際に出納薄に唾していない。

配皿の所在画琵.保菅等の密配官の責任を明ら
かにするため‘配級の授受は.明随にしておくべ
きである．

睡翻罰に．配録の買出日.返還予定日.壷遥白
を記鮫し､担当者が不在であっても.係内で確麗
ずることを微底した。
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:蜜罐淫蕊詮めて澁謁堀金など複数の欄をまとめて趣する必要
･その外具体的な記転方法は別藷の入力例を参照してください。

がある場合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

、

庁名， 本庁･支部 事件種別 蚕察事項

■ グーーー_r＝車口凹画華極守宜垂uJ菅垂＝＝＝一塁

猶摘事項 謀題等 ． 事務麺理上の改善策 備肴

神戸家裁 支郎等 少年 11脇匿愉穏の管理
に関する事項

暦更宜些卑公咽璽電豊里軽哩として婚定した事件
におい逼故香香の轡醜(顔写真及び防犯ｶﾒﾗの
映像)のマスキングが検酎されていなかった．

＝ー直“~…商圏こ”B具J宮，痙置画吻画人頂輯を隊座し秘圏

豊豊鍾員鞭唾勇壁露砺儲ぞ等黙蝋雛
検肘しておらず．定型的に被害者の氏名.住所のみを秘匿封
象事項としている。

思想や緬識寵踊聯篭豐暑
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽにおいて多角的な視点から秘
匿の必要性を検肘するよう改善させた． ．

率汗マスキング竃れの

あった個所に対する届写
貯可はなく.愉紐は裁判所
外に讃えいしていない．

神戸家敏 支鄙等 少年 I閥匠棺報の
|こ関する事項

管理
ー＝q只琿~し空マーゴソツ

マスキングに零れがあった．
へ害煙琶看の比名の 四二刀理崔‐函U…ザ

ていない．
ってハキンク起埋踵のチェックがされ

一一画一目一も夕､奇一グ型･~旬し、ワし巳四面

を共有した上で.マスキング処理後のダブル
チエック躯勢を標準とする事務フローにした。

本件マスキング■れの

あった個所に対する■写
許可はなく.傭報は猿判所
外に■えいしていない．

〆
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&ﾉ、〃』＝”麺墨凧』 、

､顛似の指摘事項をまとめて分折する場合など･複数の欄をまとめて記戦する必要がある場合であっても.セルを篭合せずに･同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
･その外具体的な鯉載方法は別添の入力例を参照してください。

庁名 本庁･支部 事件稲別 査察事項 掴摘事項 課題簿 事務処理上の改善策 備考

大津窓戴 支部等 家事 (4)その他

一一ケ■マク、■ーーで軍U羽■〃~~‐0~＝や■■■■■■■“ﾛQ永廓Bq■U≠

側付けがないのに根降臨県備付経過簿に畳散されて
いた．

【通達垂反(平成20年2月5日健三鋪z3号緯務局長通
連記第2)】

子哩召回婆nBIpひら畠ン鄙裏か導入されたところ.､覇年度の根簿

繭粟薗付経過鱒を作成する鴎に内容を十分随巴することなく前年
唾と園担Q内警でr成したものである5通運を鼠塵すること篭<，
柄薄繭扇貢付経過簿の妃敏と桧鱒を閥合することもなく戻銘と前年
どおりに配転しており.事務処理手風に問咽がある．

年匪ヨ初に必す嘱障囲隅■付経過簿の肥館と橿
晦を馴合Lて画付を砿鹿するとともに‘当殿壷垂
橿簿館察働付経過陣に綴って,いつでも確睡でき
るようにした．

大津家裁 支部等 家事 14)その他

垂醍即垂･収入印艇嘩存殉の画付けがなかった．

【通運運反〈平成23年3月28日家一第1376号事霧総
長通達肥露2.6.(11.ィ)】

･

別冠濁q正嘩田町U己炉醸す③画の正めがないことから年度圏初に蹟

けけ型心里璽あるの1皇概幻に登載した事例がなLにとが颪逼還
を砿鹿することもなく■付がなされていなかった.担出者以外に敵
漣する者がおらず.担当者の知塵が不十分であると働付がなされ
ないままとなり.事秘処理手厩に問圃がある．

唖を願合して■付を砿鹿するとともに.当駐調霊毒
帳厚臆票碩付経過扉に損って.いつでも砿諺でき
るようにした．

大津家裁 支部辱 家砺 (4尾の他

一寺一一函一マーーーゥ¥●ロー＝~釘FD面一両ユーヱロェニ垂＝”■

なされて,快定厩本を普通郵便で送付して告知している
が.その郵便料がどこから出ているのか配録上不明であ
る。

函宜叫函乗，垂野”Tmかあったのにャ覇郵便切手哲理観に記

戦することを失念していたもので,郵舞の予納があれば速やかに受
入処理を行うことが徴底されてL,なかった.また.完結妃鰍の査閲
時に発見可能であったにも関わらず見菊としていたことから,査囲
暇酪Fも間胆がある．

唾貝主風に河し､■野通達の改正も含めて郵券

の取扱いについて改めて適正な事務処理を行うこ
とを指導するとともに.完結記録の査閲において．
予納郵便切手管理袋の妃電内容等についても更
に細かく点検することとした．

大津家裁 支部等 家事 14尾の他

Tニー函率■■8℃＝ー＝画夕吟宰珸・冠舞巴函承塑画蜘〃U千

十分なために登哩年度を唄っているものや複敏年度合
冊しているのに働考緬二その旨鹿戦がないかつたり‘記
鮭が観っている箇所があった．

狸佳吻理ョ石で1戒悪く､何年か岡の配転であって.目時の担当書
の知歯不足によるものと思われる･現在の担当者においては正砿
な配■をしているのであるが.過去の配賦まで確毘できていなかっ
た。しかしながら.保存期間に影秤するものであるから放矼すること
はできないものである．

呪理ヨ君においては正■な配駐をし、､るところ

であるが.後任者に引き軽ぐ隙には通連や資料も
引き縫いで正砿な事務処理がされるように留冠す
るよう指導した．

～

● ■
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･類似の指摘事項をまとめて分析する堀合など,複数の欄をまとめて配鮫する必要がある場合であっても.セルを結
・その外具体的な記鮫方法は別添の入力例を参照してください。

合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．
ゆ

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 腺題簿 事務処理上の改善策 備考

和型山室型 支部等 家事 14淀の他

天麺置亭汗配障のみ曝宮垂受払系(甲)が章付されて

いなかったことから.通運上は必要とされていないが.遇
娯防止の観点から.･他の家事車件と岡棟に保管合受拠
票(甲)を配録に逓付するよう指摘した．

珂匪官唾や汗匡ついてI玉▼（ての事件で保官金受払票(甲)が

竃付され､失蹄宜督事件には毒付されていなかった.事蕃の夷れ
からすると.圃査終了後に官報公告をすることになり,保管金の予
納を棺示し.入金の有然の破囲.官輯公告料支払いの有鋪の砿
鹿･事件健了後の退遇等の有無の砿睡辱がそれぞれ必要となり．
それぞれの塙両で配卸に基づいた砿座作案ができない．

べて当触事件配録に保管金受払票(甲)を添付す
るよう運用を改讐した．


